
令 和 8 年 度
危険物安全週間推進標語

危険物安全週間危険物安全週間 6月7日（日） 6月13日（土）6月13日（土）～6月7日（日）～

◎ご家庭の身近な危険物にもご注意ください！

つかみ取れ！めざす無事故の頂を

　ガソリン、灯油等の石油類をはじめとする危険物は事業所
等で幅広く利用されるとともに、私たちの生活の中にも深く
浸透し、欠かすことのできないものとなっています。
　これらの危険物は、私たちの暮らしを豊かにする一方で、
その取り扱い方法を誤ると火災等の災害を誘発する危険性を
持っています。　
　この週間は、危険物に対する意識の高揚および啓発を図り、
危険物による事故を未然に防ぐことを目的としています。

　暖房用の灯油だけでなく、潤滑油スプレー、ヘアスプレー、
マニュキュア除光液など私たちの身の回りには、危険物を使
用した製品が多くあります。
　普段の保管方法にも注意が必要ですが、特にゴミとして廃
棄する際に中身が入ったまま捨てることはゴミ収集車の火災
にもつながる危険なことです。
　ゴミの出し方にも十分注意を払ってください。

◇実施区域　長万部町内全域
◇実施機関　長万部町消防本部
◇協力機関　長万部町危険物安全協会
◇重点項目・危険物施設における保安体制の整備促進
　　　　　・危険物に関する知識の啓発普及等
　　　　　・セルフスタンドにおける安全対策の推進
お問い合わせ先 長万部町消防本部 予防係 ☎２ー２０４９

【お問い合わせ先】町民課戸籍医療年金係（☎２ー２４５３）

◆次にあてはまる場合は、届出が必要です！！

　児童手当は、毎年６月１日現在の受給者の状況を把握し、６月分以降の児童手当
等を引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生計同一関係など）を満たしている
かどうかを確認します。
　６月１日現在の受給者の状況を公簿等で確認することで、現況届出が原則不要と
なりましたが、長万部町が現況届を必要と判断した方には、現況届を５月末頃に送
付していますので、ご提出ください。

　以下の変更があった場合には、その都度すみやかに届出してください。
①厚生年金⇔国民年金等、受給者が加入する年金が変わったとき
②児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
③長万部町外に住民票がある配偶者や児童の住所や氏名が変わったとき
④再婚・離婚等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶
　者がいなくなったとき
※上記の場合以外にも届出が必要な場合があります。ご不明な点がありましたら、町ホームページをご覧頂く
　か、当係までお問い合わせください。
※届出が遅れ過払いが発生した場合は、返還していただくことになりますので、すみやかにお手続きください。

６月は児童手当の現況確認期間です６月は児童手当の現況確認期間です６月は児童手当の現況確認期間です６月は児童手当の現況確認期間です

※公務員の方は取扱いが異なる場合がありますので、勤務先へご確認ください。
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